
事 務 連 絡 

平成２８年５月１７日 

 

日 本 介 護 支 援 専 門 員 協 会 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

日 本 在 宅 介 護 協 会 

全 国 ホ ー ム ヘ ル パ ー 協 議 会 

日 本 ホ ー ム ヘ ル パ ー 協 会 

全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 御中 

日 本 生 活 協 同 組 合 連 合 会 

「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会 

市 民 福 祉 団 体 全 国 協 議 会 

全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 

２ ４ 時 間 在 宅 ケ ア 研 究 会 

 

厚生労働省老健局振興課 

 

 

平成２８年熊本地震の被災者に係る介護保険サービスの提供について 

 

 

 これまで熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応等に関して、介護保険サ

ービスの弾力的運用に関する各種通知等をお示しているところですが、被災した要介

護者等が避難先の自治体で必要な介護保険サービスが円滑に提供されるよう、これま

でに発出した関連通知等の一覧について、改めてお示しすることとし、別添の通り各

都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部局あてに事務連絡を発出させていただき

ました。 

貴会におかれましては、同内容について、貴会会員に確実に周知いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 



事 務 連 絡 

平成２８年５月１７日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部局 御中 
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厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

介 護 保 険 計 画 課 

高 齢 者 支 援 課 
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老 人 保 健 課 

 

 

平成２８年熊本地震の被災者に係る介護保険サービスの提供について 

 

 

平成２８年熊本地震により被災した要介護者等への必要な介護保険サービスの提

供については、多大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

これまで熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応等に関して、介護保険サ

ービスの弾力的運用に関する各種通知等をお示しているところですが、被災した要介

護者等が避難先の自治体で必要な介護保険サービスが円滑に提供されるよう、これま

でに発出した関連通知等の一覧を別紙のとおり改めてお示しすることとしますので、

管内市町村、関係団体、サービス事業所等に周知願います。 

別紙のリストは、厚生労働省のＨＰ（ホームページ※）にも掲載し、随時更新して

いきます。 

 

 ※厚生労働省ＨＰ「熊本地震の被災者の方々に 介護保険サービスを提供する際の

柔軟な制度運用について（事務連絡等一覧）」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123214.html 

 

なお、「平成２８年（２０１６年）熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬

等の取扱いについて」（平成２８年４月２２日付け事務連絡）において連絡したとお

り、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、居宅サ

ービスを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能です。この場合において、

やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等のでき

る限りの支援の提供を行った場合も、これまでのサービスとして介護報酬の対象とす

ることが可能です。 

  

別添 



（別紙） 

 

＜介護保険サービスの弾力的運用に関する関連通知等の一覧＞ 

発出日 通知名 内容（概要） 

４月１５日 災害により被災した要介護

高齢者等への対応について  

・実態把握に努めていただくと共に、避

難対策や介護サービスの円滑な提供に

ついて、柔軟な対応をお願いします。  

・介護保険施設などの介護サービスは災

害による定員超過利用が認められてお

ります。 

４月１７日 災害により被災した要介護

（支援）高齢者の介護保険

施設等の利用について  

・介護保険施設等の定員超過について

は、災害等による定員超過利用が認めら

れています。 

・要支援高齢者はこれまでと同様に介護

予防短期入所生活介護や介護予防短期

入所療養介護を利用できます。 

４月１８日 平成２８年熊本地震の被災

に伴う保険診療関係等及び

診療報酬の取扱いについて  

・訪問看護基本療養費、訪問看護費につ

いては、条件により、訪問看護指示書に

記載された有効期間を超えた場合等で

あっても算定ができます。 

・避難所や避難先の家庭等で生活してい

る場合においても、訪問看護を行った場

合については、条件により算定ができま

す。  



４月１８日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震の被災者に係る被

保険者証の提示等について  

・被災された方が被保険者証等を消失し

たり、家においたまま避難していること

により被保険者証等の提示ができない

場合でも、氏名、生年月日、ご住所、負

担割合を申し立てていただき、介護サー

ビスを利用することができます。  

・今回の地震の影響で、被保険者証が提

示できない場合においても、要介護認定

の更新等の申請ができます。また、市町

村の判断により要介護認定申請前にも、

介護サービスを利用できる場合があり

ます。  

・要介護認定の申請を行った後、今回の

地震の影響により認定を受けられてい

ない場合も、暫定ケアプランによりサー

ビスを受けられます。 

・要介護認定の有効期間の満了前に更新

申請ができない場合も、引き続きサービ

スを受けられます。 

４月１９日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震に伴う介護サービ

ス事業所の人員基準等の取

扱いについて  

・一時的に人員基準を満たすことができ

ない場合でも柔軟な取扱いができます。 

４月２０日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震及びそれに伴う災

害に伴い避難先市町村の地

域密着型（介護予防）サー

ビスを利用する場合の手続

きについて  

・他市町村の被災者が避難先市町村の地

域密着型（介護予防）サービスを利用す

る場合は、関係市町村間での手続きにつ

いては事後的に行う等、柔軟に取り扱う

ことができます。 

４月２０日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震における転入者に

係る被保険者資格の認定等

について  

・被災被保険者が転出証明書の提出がで

きず他市町村に転出した場合でも、介護

保険の被保険者資格認定を転出先市町

村において取得することができます。 

４月２２日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震及びそれに伴う災

害における介護報酬等の取

扱いについて  

・介護報酬については、被災を理由に一

時的に算定要件を満たさなくなった場

合であっても加算の算定を可能とする

など、柔軟に対応することができます。 



４月２２日 平成２８年熊本地震による

被災者に係る利用料等の介

護サービス事業所等におけ

る取扱いについて  

・介護サービスにかかる利用料の支払い

が困難な方で熊本県内の市町村の介護

保険に加入されている方については、一

定の要件のもと、利用料の支払いを猶

予・免除することができます。 

４月２２日 平成２８年熊本県熊本地方

を震源とする地震に伴う要

援護者等への適切な支援及

びケアマネジメント等の取

扱いについて  

・被災地においては、居宅介護支援事業

者等と連携しつつ必要なサービス提供

に繋がるよう支援をお願いします。 

・居宅介護支援等に係る基準・報酬上の

取扱いについて、介護支援専門員がやむ

を得ず一時的に４０件を超える利用者

を担当することになった場合に減算を

行わないなど、柔軟な取扱いを行うこと

ができます。 

４月２５日 平成２８年度熊本地震によ

り被災した高齢の要援護者

への対応及びこれに伴う特

例措置等について  

・被災した認知症などの高齢の要援護者

について、老人福祉施設での受け入 

れ等を行う場合に、適切な福祉サービス

等が提供されるよう広域的調整体制を

構築するなどの考えられる取組や、受け

入れた際の費用の特例措置を紹介して

います。  

５月２日 平成２８年（２０１６年）

熊本地震に関する介護報酬

等の請求等の取扱いについ

て  

・平成２８年４月の介護サービス提供に

関し、被災によりサービス記録が失われ

た場合などに介護報酬の概算請求が行

えます。 

・被保険者証を持ち合わせていない利用

者を受け入れた場合の介護報酬の請求

方法など、災害時の介護報酬の請求方法

などを紹介しています。 

 


